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はじめに 

 近年、社会・経済情勢の変化、少子高齢化の進展や個

人の価値観が多様化する中で、地価の下落や企業保有地

の放出により宅地の供給が進み、都心部等へのマンショ

ンの建設が盛んになっています。 

平成15年（2003年）の住宅・土地統計調査による

と、広島市の全住宅に対する共同住宅の割合は約56%と

なっており、中区では約82％と高い割合になっています。 

このように、都心部等の主要な居住形態として定着し

ているマンションは、都市の構成要素として都市環境に

もいろいろな影響を及ぼすものとなっています。 

近年のマンションの建設動向の中で、都心部における

まちづくりの課題として、①多様なニーズに対応した良

質な都市型住宅の供給、②安全で快適な住環境の確保、

③賑わいや潤いのある都市空間の創出等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの課題に対して、市民の皆さんや住宅の供給、

建設等を行う住宅関連事業者（以下「事業者」という。）

の方と行政が、連携して共通の認識のもとに取り組んで

いくことが重要となります。 

このガイドは、都心部におけるマンションのあり方の

イメージを共有するためのもので、広島の地域特性を生

かした質の高い住宅ストックの形成や良好な居住環境の

整備を進めるという考えのもとに、①住みやすさ、②景

観、③賑わい、④資産価値の観点からまとめたものです。

また、それぞれの観点に応じた具体的な制度や情報とこ

れらを活用した地区別のモデルプランを併せて紹介して

います。 

 このガイドが、個々の建築活動や都市生活の営みの中

で活用され、豊かで魅力ある都心居住の実現を促進し、

マンションが良質な社会的資産となることを願っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
観点 

①住みやすさ、②景観、③賑わい、④資産価値 

目標 

① 豊かで魅力ある都心居住の実現 

② マンションの良質な社会的資産としての形成 

【 都心部のマンション群（中区東白島町） 】 

都心部におけるまちづくりの課題 
① 多様なニーズに対応した良質な都市型住宅の供給 

② 安全で快適な住環境の確保 

③ 賑わいや潤いのある都市空間の創出 等 

現況 
① 社会・経済情勢の変化 

② 少子高齢化の進展 

③ 個人の価値観の多様化 

④ 都心部等への分譲・賃貸マンション建設の増加 

【 高層マンション（中区千田町） 】 

イメージの共有化 
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１ ガイドの目的 

(1) 都心部のマンションに関する情報の提供 

住宅をより豊かでゆとりのあるものにするためには、

市民一人ひとりが自らの住まいや住まい方に関心を持

ち、それを豊かなものにしようとする意識を持つこと

が大切です。 

そのためには、社会・経済情勢の変化、多様化する

ライフスタイル（生活様式）や居住ニーズに応じた総

合的で適切な住情報が発信される必要があります。そ

して、市民の皆さんは、これらの情報を適切に活用し

ていくことが重要となります。 

このガイドは、住宅に関する制度や情報をまとめ、

市民の皆さんや事業者の方と行政が、マンションの住

まい方や住宅・住環境のあり方についてのイメージを

共有するために役立てていただくものです。 

 

(2) 豊かで魅力ある都心居住の実現のための役割分担 

豊かで魅力ある都心居住の実現のためには、市民の

皆さんや事業者の方と行政で適切に役割を分担し、連

携しながらまちづくりを進めていくことが重要です。 

市民の皆さんは、住宅が社会的性格を有することを

理解し、適切な情報の選択や自らの住生活の安定と向

上に努める必要があります。 

事業者の方は、提供する住宅が将来にわたり居住環

境や市民の豊かな住生活に影響を与えることを認識し、

良質な住宅の供給や住環境の形成、必要な情報の提供

に努める必要があります。 

また、行政は地域の特性や住宅事情の実態等を踏ま

えた施策を展開していく必要があります。 

 

 
 

２ 都心居住の区域                     

都心居住の区域は、「ひろしま都心ビジョン」（平成17

年（2005年）2月策定）に定める都心部と「広島市都

心住居地域地区計画」（平成 17 年（2005 年）5 月都

市計画変更）の区域を含む、概ね下図に示す区域を想定

しています。 

 
 

なお、概ね上記の区域を想定していますが、この区域

以外の地区においても、このガイドの観点や取組を参考

にしてください。 

 
 

 

 

 

【 高層マンション（中区上八丁堀） 】 

：ひろしま都心ビジョンに 

定める都心部の区域 

：このガイドの対象 

とする概ねの区域 

第１章 都心居住ガイドの目的 

【 高層マンション（中区千田町） 】 【 リバーフロントのマンション群（中区加古町） 】 
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誰しも、美しい環境の中で安心して快適に生活し、豊

かな時間を過ごしたいと考えています。特に都心部には

郊外とは違った地区のルールや都市環境、居住スタイル

があります。これらを良く知ることで、より良い快適な

都市生活を送ることができます。 

そこで、都心部に居住することについて、次の４つの

観点から考えてみましょう。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

１ 「住みやすさ」とは？                

(1) 居住ニーズに合った住宅であること 

個人の価値観の多様化やライフスタイルの変化の中

で、多様な居住ニーズに合った質の高い住宅や住環境

が供給・整備され、必要に応じて適切に選択できるよ

うになることが望まれます。 

子育て世帯には、広い居住ス

ペースや安全な住環境、子ども

を安心して遊ばせることので

きる＊1 プレイロット、児童室

（キッズルーム）や集会室等子

育てに配慮したコミュニティ

施設の整備が必要となります。 

一般的に、マンションの高層階の居住者ほど外出が

少なくなると言われています。また、子育て世帯では、

外出不足が親子の過度な心理的密着を生み、子どもの

自立が遅れるなど子どもの成長に影響を及ぼすとの指

摘があります。プレイロット等の施設が活用されるこ

とにより、マンション内外のコミュニケーションの活

性化が図られるとともに、外出の機会が増えることも

期待できます。 

また、マンションの購入等にあたっては、子どもの

成長に応じた通学や医療機関への通院などについても、

あらかじめ考慮しておくことが必要です。 

 

広島市には、都心やその周辺部で中堅所得ファミリ

ー世帯向けの良質な賃貸住宅の供給を目的として、世

帯の所得に応じて民間賃貸住宅の家賃の一部を助成す

る「＊2広島市特定優良賃貸住宅」や広島市が建設し供

給している「＊2特賃住宅」があります。 

また、市営住宅の入居に際し、ひとり親世帯、多子

世帯等に対して当選率を優遇する制度があります。 

住宅金融支援機構では子育てファミリー向け賃貸住

宅を建設する事業者を対象に融資する「子育てファミ

リー向け賃

貸住宅融資

制度」があ

ります。 

資産価値 
資産価値の保全を図り、快適な居住環境を確保する

ため、日常の管理を適正に行うことが求められてい

ます。 

景観 
潤いのある美しい街並みの形成を図るため、生活

空間の中で、心地よく、調和のとれた景観づくり

への継続した取組が求められています。 

住みやすさ 
①様々なライフスタイルに対応し、安全で安心した

豊かな生活を送ることが求められています。 

②活発なコミュニティを形成するため、多様な世帯

がバランスよく居住することが求められていま

す。 

賑わい 
都心の魅力づくりや活性化を図るため、都市の主

要な構成要素のひとつであるマンションにも、賑

わい空間の創出に向けた取組が求められていま

す。 

第３章  豊かで魅力ある都心居住の実現 第２章  快適な都市生活を送るために 
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高齢者世帯には、バリアフリー化された居室や生活

利便性の良い住環境が必要となります。 

広島市では、高齢者の在宅生

活を支援するため、高齢者福祉

施設を併設した「＊3高齢者向け

ケア付住宅（シルバーハウジン

グ）」があります。この住宅は、

高齢入居者の生活面の不安に

応えるため、ライフサポートアドバイザー（生活援助

員）による安否確認や生活相談等に応じるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、広島市は、高齢者の方が安心して居住できる

民間賃貸住宅を「＊4高齢者向け優良賃貸住宅」として

認定しています。その一部の住宅について、現在、家

賃の一部を補助しています。 

広島県では、高齢者の方の入居を拒まない民間賃貸

住宅を「＊5高齢者円滑入居賃貸住宅」として、また、

専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅を「高齢者専用賃

貸住宅」として、それぞれ登録しており、この登録簿

を広島市都市整備局住宅部住宅政策課（以下、「広島市

住宅政策課」という。）や区役所建築課で閲覧すること

ができます。 

（財）高齢者住宅財団では、「高齢者円滑入居賃貸住

宅」や「高齢者専用賃貸住宅」をホームページで公表

しています。 

 

最近では、それぞれの入居者のニーズに応じた快適

な空間づくりのため、設計の段階から入居者同士が話

し合って決める「＊6 コーポ

ラティブハウス」、複数の世

帯がお互いに支え合い、安心

して暮らせる住宅として居

間や台所等の生活の一部を共同利用する「＊7コレクテ

ィブハウス」や、一人暮らし高齢者が一緒に居住する

「＊8グループリビング」等があります。 

これらの住宅は、入居後お互いに支え合っていく上

で必要なコミュニティの活性化にも有効なものとなり

ます。 

 

一方、マンションは多様な世帯が集まって居住する

ものであることから、例えば、隣の住戸や上下階の住

戸との遮音対策や防犯対策、火災時の対策等について

もきちんと把握しておくことが重要です。 

安心して快適に暮らすためには、入居者がマンショ

ンの住宅性能や居住環境の水準について理解した上で、

自分のライフステージやライフスタイルに合わせて、

希望する性能等を有する住宅を適切に選択することが

重要となります。 

住宅の性能については、「＊9住宅の品質確保の促進等

に関する法律」（以下「品確法」という。）に基づく住

宅性能表示制度に、10項目の住宅性能（Ｐ25表１参

照）が示されています。住宅性能が等級や数値で表示

されているため、いろいろな住宅を同じ基準で比較す

ることができます。 

また、国が平成18（2003年）年9月に定めた「＊

10住生活基本計画（全国計画）」には、住宅の居住室の

構成等を示す「基本的機能」（Ｐ25 表２参照）、良好

な居住環境の確保のための指針となる「居住環境水準」

（Ｐ25 表３参照）及び世帯人数やライフスタイルに

応じた住宅の面積の目安となる「居住面積水準」（Ｐ

26 表４参照）が示されていますので参考にしてくだ

さい。 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

住情報の提供に関するこ

と 

広島市特定優良賃貸住宅

制度に関すること 

広島市高齢者向け優良賃

貸住宅制度に関すること 

広島市都市整備局 

住宅部住宅政策課 
504-2292 

高齢者円滑入居賃貸住宅

の登録及び閲覧制度に関

すること 

 

広島市都市整備局 

住宅部住宅政策課 

 

広島県都市局 

住宅課 

 

（財）高齢者住宅財団 

 

504-2292 

 

513-4166 

 
03-3206-6437 

http://www.kouju

uzai.or.jp 

【 高齢者向けケア付住宅（中区江波西） 】 
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【 バリアフリー住宅 】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

市営住宅の入居抽選当選

率の優遇制度に関するこ

と 

広島市特賃住宅に関する

こと 

シルバーハウジングに関

すること 

広島市都市整備局 

住宅部住宅政策課 

管理係 

504-2293 

広島市内の小・中学校の

通学区域に関すること 

広島市教育委員会 

施設課計画係 
504-2479 

住宅性能表示制度に関す

ること 

「住宅の品質確保の促進

等に関する法律」に関す

ること 

広島市都市整備局 

住宅部住宅政策課 

 

（財）住宅保証機構 

 

 

（社）広島県建築士会 

 

 

504-2292 

 

 

http://www.how.

or.jp 

 

244-6830 

http://www.k-hir

oshima.or.jp 

ファミリー賃貸住宅融資

制度に関すること 

住宅金融支援機構 

中国支店 
0570-0860-35 

 

 

(2) ＊11バリアフリーや＊12ユニバーサルデザインに対応

していること 

広島市において持家の共同住宅は、居住者の５割（注

1）を超える人たちが住み続けたいという意向を持って

おり、「終の棲家」として定着し始めています。高齢化

社会において、誰もが快適に不自由なく生活できる住

宅や住環境が整備されていることが望まれます。 

（注1）平成15年（2003年）住宅・土地統計調査より 

厚生労働省の平成15年（2003年）人口動態統計

によると、住宅内の事故死者のうち約７割が 65 歳以

上の高齢者となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成 15 年

（2003 年）の住宅・

土地統計調査によると、

手すりの設置や段差の

解消等、何らかの高齢者

等のための整備が行わ

れている住宅は全体の

約 37％となっていま

す。 

これからの住まいは、高齢になっても、身体に障害

が生じても、基本的にそのまま安心して住み続けるこ

とができるよう、住宅内

や敷地内の段差等の物

理的障害をなくするた

めのバリアフリー対応

に取り組むことが必要

です。 

 

ユニバーサルデザイン

とは、バリアフリーの考え

方を発展させたもので、す

べての人ができる限り使

いやすいデザインを考え

ていこうとするものです。 

これらを実現させるた  

めに、「＊13高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に

関する法律」、「＊14広島県福

祉のまちづくり条例」や「広

島市公共施設福祉環境整備

要綱」が制定され、設計に関

する基準が示されています。 
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広島市では、介護保険の

住宅改修費支給制度の補

完として、高齢者が居住す

る住宅を改造するために

必要な費用について補助

する「広島市高齢者住宅改

造費補助」、市内に居住し一定の要件に該当する障害者

の方が居住する住宅を改造するために必要な費用につ

いて補助する「広島市障害者住宅改造費補助」や低利

で貸付けを行う「広島市障害者住宅整備資金貸付」の

制度があります。 

 

マンションのリフォームを考えている方が、工事を

依頼しようとする事業者を確認したり、相談できる事

業者を選ぶ時に参考にしていただける住宅リフォーム

支援者名簿（編集・発行：（財） 住宅リフォーム・紛

争処理支援センター）があり、広島市住宅政策課にお

いて閲覧することができます。 

また、広島市住宅政策課では、住宅のバリアフリー

化やリフォーム等について、建築士による住宅相談（無

料）を毎月開催していますのでご利用ください。住宅

リフォームに関する情報ネットとして「リフォネット」

があります。こ

の小冊子を広島

市住宅政策課等

で配布していま

す。 

なお、マンシ

ョンでリフォー

ムを行う場合に

は、管理規約上

の制限を伴うこ

とがありますの

で注意が必要で

す。 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

ユニバーサルデザインに

関すること 

広島市都市整備局 

都市計画課 

都市デザイン係 

504-2277 

広島市公共施設福祉環境

整備要綱に関すること 

広島市健康福祉局 

健康福祉企画課 
504-2144 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

広島市高齢者住宅改造費

補助に関すること 

広島市健康福祉局 

高齢福祉部高齢福祉課 
504-2145 

広島市障害者住宅改造費

補助に関すること 

広島市障害者住宅整備資

金貸付に関すること 

広島市健康福祉局 

障害福祉部障害福祉課 
504-2147 

「高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関

する法律」に関すること 

広島市都市整備局 

指導部建築指導課 

第二指導係 

504-2287 

広島県都市局 

建築課 
513-4183 

「広島県福祉のまちづく

り条例」に関すること 広島県健康福祉局 

社会福祉部 

障害者支援課 

513-3161 

住情報の提供に関するこ

と 

住宅相談（リフォームな

ど）に関すること 

広島市都市整備局 

住宅部住宅政策課 
504-2292 

広島県 

建築士事務所協会 
221-0600 

広島県 

建築センター協会 
232-6286 リフォーム相談に関する

こと 

（社）日本建築家協会 

中国支部 

222-8810 

http://www16.

ocn.ne.jp 

住宅リフォーム支援者名

簿に関すること 

リフォネットに関するこ

と 

（財）住宅リフォーム・

紛争処理支援センター 

03-3261-4567 

 

http://www.ch

ord.or.jp 

 

 

(3) 耐震性能が確保されていること 

昭和56年（1981年）5月以前の古い耐震基準で

設計された建築物は、現行の＊15建築基準法の耐震基準

に適合していない可能性があるため、すみやかに耐震

診断を行い、その診断結果に基づき必要な耐震補強を

行うことが望まれます。 

 近年のわが国の地震の発生状況をみると、大地震は、

いつ、どこで発生してもおかしくない状況にあります。 

地震による人的・経済的被害を軽減するためには、

建築物１棟ずつの耐震性能が確保されているとともに、

居住者一人ひとりが自分の財産や家族の生命を守ると

いう意識、賃貸マンションの管理者には他人の生命・

財産を預かっているという意識が重要です。 

 

 

 

 

 

 

【 リフォームされた浴室 】 
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昭和56年（1981年）6月から新しい耐震基準が

施行されましたが、平成15年（2003年）の住宅・

土地統計調査によると、広島市における昭和 5５年

（1980年）以前に建設された住宅の割合は、全住宅

の約34％となっています。（全国平均約38％） 

 

広島市における建築物の着工年別比率（％）
平成15年（2003年）住宅・土地統計調査より

33.9%

61.8%

4.3%

昭和55年（1980年）以前
昭和56年（1981年）～平成15年（2003年）9月
不明

 

 

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐震

改修促進法」という。）には、＊16特定建築物（賃貸の

共同住宅等）の所有者は、建築物が現行の耐震基準と

同等以上の耐震性を確保するよう耐震診断や耐震改修

に努めることが定められています。平成17年（2005

年）11 月には耐震改修促進法が改正され、計画的な

耐震化の促進（平成27年度（2015年度）までに住

宅の耐震化率9割を目標）や建築物の所有者等に対す

る指導等の強化等について定められました。 

広島市では、住宅政策課、建築指導課及び区役所建

築課で、住宅の耐震診断等について相談を行っていま

すのでご利用ください。 

また、住宅政策課では、平成18年度（2006年度）

から、一定の条件を満たす住宅の耐震診断費用の一部

を補助する制度を始めるとともに、耐震診断を行う資

格者についてもホームページ等で公表しています。 

 

ご自分のマンションの耐震性を確認される場合は、

（財）マンション管理センタ

ーがホームページでチェッ

クフロー図等を公表してい

ますので参考にしてくださ

い。 

（財）日本建築防災協会では、建築物所有者・管理

者の耐震診断・耐震改修の一層の促進を図るため、既

存建築物の耐震診断、耐震改修設計業務を行う建築士

事務所をホームページで公表しています。 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

建築物の耐震設計・耐震

診断・耐震改修に関する

こと 

「建築物の耐震改修の促

進に関する法律（耐震改

修促進法）」に関すること 

広島市都市整備局 

指導部建築指導課 

第二指導係 

504-2288 

住宅相談に関すること

（簡易耐震診断、リフォ

ーム等） 

住宅耐震診断費補助事業

に関すること 

広島市都市整備局 

住宅部住宅政策課 
504-2292 

耐震診断の相談（防災週

間）に関すること 
区建築課 P30参照 

マンションの耐震性に関

すること 

（財）マンション管理セ

ンター大阪支部 

06-4706-7560 

http://www.m

ankan.or.jp 

既存建築物の耐震診断、

耐震改修の設計を行う建

築士事務所に関すること 

（財）日本建築防災協

会・耐震改修支援センタ

ー 

http://www.ke

nchiku-bosai.or

.jp 

 

 

(4) 健康対策がなされていること 

健康で快適に生活できる住まいづくりのために、室

内は＊17シックハウス対策、結露対策等が施されている

ことが重要です。 

 

【シックハウス対策】 

近年、住宅の内装や家具等から発生する化学物質等

による健康への影響（シックハウス症候群）が問題と

なっています。このため、平成15年（2003年）７

月から建築基準法でホルムアルデヒド等の化学物質を

含む建材等の使用が制限されるとともに、居室への換

気設備の設置が義務付けら

れています。 

住宅リフォーム推進協議

会では、リフォームのシック

ハウス読本等シックハウス

に関する情報をホームペー

ジで公表しています。 
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【結露対策】 

住宅内においては、結露等の水分から、カビ等の菌

が繁殖しやすくなります。壁や窓の結露は、温度の高

い空気中に含まれる水蒸気が、外気に接している窓ガ

ラス等の冷えた部分で冷却され、気体のままでは留ま

っていられなくなって発生するものです。 

結露対策は、このような結露のしくみを理解し、室

内の換気を適切に行うことや住宅の断熱性を高めるこ

とが重要になります。 

近年では、結露が起こりにくい外断熱工法等が開発

されています。外断熱工法は、外壁の外周部を断熱材

で覆う工法で、室外の気温が下がった場合も外壁自体

の温度がそれほど下がらないため、壁の温度変化が少

なく室内温度は安定し結露が起こりにくくなります。 

 

 

 

 

【＊18アスベスト対策】 

平成17年（2005年）6月末の新聞記事を契機に、

アスベストによる健康被害が大きな社会問題となって

います。空気中に浮遊したアスベスト繊維を吸引する

と健康への影響が生じるといわれています。建築物の

耐火被膜材等に使用されている吹付けアスベストは、

損傷や劣化により、その粉じんを飛散させるおそれが

ある時は、除去、封じ込め、囲い込み等の適切な措置

を講じなければなりません。 

 

広島市や広島県では、アスベス

トに関する相談窓口を設けると

ともに、アスベストに関する情報

をホームページで公表していま

す。 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

アスベストに係る健康に

関すること 

広島市健康福祉局 

保健部保健医療課 

 

区健康長寿課 

 

504-2622 

 

P30参照 

アスベストに係る環境汚

染、住環境、除去工事等

の全般的な事項に関する

こと 

広島市環境局 

エネルギー・温暖化対策

部環境保全課 

大気騒音係 

504-2187 

アスベスト除去工事等で

発生するアスベスト廃棄

物の処理に関すること 

広島市環境局 

業務部産業廃棄物指導

課 

504-2225 

アスベストを使用した建

築物の解体工事等に関す

ること 

広島市都市整備局 

指導部建築指導課 

第二指導係 

 

区建築課 

 

504-2288 

 

P30参照 

「リフォームのシックハ

ウス読本」等シックハウ

スに関すること 

住宅リフォーム推進協

議会 

http://www.j-r

eform.com 

外断熱に関すること 外断熱フォーラム 
http://www.sot

odan.com 

 

 

(5) 防犯対策がなされていること 

居住者が安全で安心して暮らせる地域社会を実現す

るためには、犯罪の起こりにくいマンションの整備が

重要です。 

広島市では、「広島市安全なまちづくり推進条例」に

基づき、犯罪の起こりにくい安全なまちづくりの総合

的かつ計画的な推進を図るため、平成18年（2006

年）12 月に「広島市安全なまちづくりの推進に関す

る基本計画」を策定しています。 

マンションの新築や改修時には、住宅への侵入や敷

地内で発生する犯罪を防止するため、必要な防犯対策

を計画し、将来にわたり安全で安心して住み続けられ

る防犯性に優れた住宅とすることが重要です。マンシ

ョンにおける防犯対策は、ハード面の整備とソフト面

の取組の両輪による対策が必要です。 

 

【ハード面の整備】 

共用部分の設備と

して、防犯カメラの

設置、エントランス

のオートロック化、

窓付きエレベーター

の整備等があります。 

専用部分に関わる

【 外断熱工法の工事状況（南区宇品東） 】 
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ものとしては、玄関ドアの対策（防犯性の高い鍵への

交換、二重錠等）、窓ガラスの対策（＊19合わせガラス、

面格子等）、＊20ホームセキュリティシステムの導入等

があります。既にマンションにお住まいの方も、どん

な改善の余地があるのか点検することが大切です。 

ハード面の整備に際しては、

「減らそう犯罪」ひろしま安全

なまちづくり推進条例に基づ

き広島県が作成した「＊21防犯

指針」や警察庁や国土交通省等

で構成する合同会議から公表

されている「防犯性能の高い建

物部品の目録（CPマーク）」が参考になります。 

また、平成18年（2006年）4月から住宅性能表

示制度において、新たに「防犯（開口部の侵入防止対

策）」の項目が追加されました。 

（社）広島県防犯

連合会では、犯罪に

遭いにくい構造・設

備の基準を満たして

いると認められるマ

ンションを「防犯モ

デルマンション」と

して登録して、防犯意識の高揚と犯罪防止を推進して

います。 

 

【ソフト面の取組】 

防犯対策には、良好なコミュニティの形成も重要な

要素となります。居住者の交流を図り、相互の情報交

換が活発に行われることで、不審者を発見しやすく、

また、犯罪を行おうとする者が近寄りにくい環境を形

成することとなります。 

具体的には、あいさつ運動、掲示板等による犯罪情

報の周知、地域住民との共同防犯パトロール等、地域

ぐるみでの防犯対策の取組が効果的です。 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

「広島市安全なまちづく

り推進条例」、「広島市安

全なまちづくりの推進に

関する基本計画」に関す

ること 

広島市市民局 

市民安全推進課 
504-2714 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

「「減らそう犯罪」ひろし

ま安全なまちづくり推進

条例」に関すること 

 

防犯指針に関すること 

広島県警察本部 

生活安全部 

生活安全企画課 

228-0110 

http://www.pol

ice.pref.hiroshi

ma.jp 

防犯性能の高い建物部品

の目録に関すること 

（財）全国防犯協会連合

会 

03-3239-0257 

http://www.bo

han.or.jp/ 

防犯モデルマンションに

関すること 
（社）広島県防犯連合会 

221-0642 

http://www.enj

oy.ne.jp/ b̃ouh

an 

住宅の防犯機器に関する

相談に関すること 

NPO法人 広島県生活

安全防犯協会 
245-7110 

防犯マンションの設計基

準に関すること 

NPO法人 広島県マン

ション協会 

545-1151 

http:/www.npo

-hmk.jp 

 

 

(6) 建設にあたり、近隣住民との話し合いがなされてい

ること 

私たちは、共同社会の中で生活しています。そのた

め、お互いに何らかの影響を常に与え合うことになり

ます。地域ごとに定めてある建築物の建設に関する制

限や地区の特性を理解し、快適な都市生活を営むこと

が望まれます。 

土地の合理的な利用

を図るため＊22都市計画

法に基づき、地域ごとの

用途地域や建築物の規

模を制限する容積率等

を定めています。 

また、建築基準法は、建築物の個々の安全性や居住

性を一定レベル以上に保つことを目的とする法律で、

都市における安全で合理的な秩序を確保するための規

定が定められています。 

 

例えば、建築物の高さに関する規制としては、都市

計画法に定める容積率や地区計画に定める高さ制限、

建築基準法に定める道路斜線や日影規制（建築物が隣

地におとす影の時間制限）があります。なかでも、建

築物の日影について、夏と冬では太陽の高さが異なり、

冬の日影の長さの方が長くなるので注意が必要です。 

建築物は、これら都市計画法や建築基準法等に基づ

き、地域の各種の制限に適合して建設されることにな

ります。 

【 CPマーク 】 

【 防犯モデルマンション 】 
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【 中高層建築物の日影規制の例 】 

【第二種住居地域の場合】 

マンションを購入しようとされる方は、建設される

敷地の用途地域による土地利用制限、建築物の高さの

制限及び日影規制等を事前に調査するとともに、敷地

の周辺に駐車場等の低・未利用地がある場合は、将来、

建築物が建設される可能性があることも考慮しておく

ことが重要となります。 

 

 

 

一方、建築物を新たに建設される方は、事前に近隣

の方に対しこれらの制限等に係る計画の内容について

十分に説明を行い、建築紛争を未然に防ぐことが重要

です。 

また、地区の居住環境を良好なものとするため、一

定の地区を定め、法律で規定する制限に加えて、用途

の制限や壁面後退の制限等のきめ細かな制限を、皆さ

んで考えて定めることができる＊23地区計画制度や＊24

建築協定制度及び緑化等について定めることができる

＊25緑地協定制度があります。これらの制度を活用して

良好な居住環境を形成・維持していくことができます。 

 

広島市では、「広島市中高層建築物の建築に係る紛争

の予防および調整に関する条例」（以下「中高層条例」

という。）や「広島市共

同住宅型建築物に関す

る指導要綱」を定め、建

築主や設計者による近

隣住民の方への事前説

明を通じ、建設前の話し

合いによる紛争の未然防止に取り組んでいます。 

また、「中高層条例」に関して「住みよいまちは、お

互いの話し合いから～建築紛争の防止と解決に向けて

～」を作成し、ホームページで公表していますので、

参考にしてください。 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

都市計画法に関すること 

地区計画制度に関するこ

と 

広島市都市整備局 

都市計画課都市計画係 
504-2268 

建築基準法に関すること 

建築協定に関すること 

広島市都市整備局 

指導部建築指導課 

第一指導係 

 

区建築課 

 

504-2287 

 

P30参照 

緑地協定制度に関するこ

と 

広島市都市整備局 

緑化推進部緑政課 

緑の施策係 

504-2396 

「広島市中高層建築物の

建築に係る紛争の予防お

よび調整に関する条例」

に関すること 

広島市中高層条例に係る

紛争対応に関すること 

「広島市共同住宅型建築

物に関する指導要綱」に

関すること 

広島市都市整備局 

指導部建築指導課 

第二指導係 

 

区建築課 

 

504-2288 

 

P30参照 

 

 

(7) 良好なコミュニティが形成されること 

 マンション内にコミュニティ活動を行う場を積極的

に整備することにより、居住者間や地域住民との交流

を盛んにし、相互理解が図れるような良好なコミュニ

ティが形成されることが望まれます。 

 日常的なトラブルの未然防止やマンションの大規模

修繕工事等維持管理の円滑な実施など、安心して快適

な生活を送るためには、コミュニティの形成が重要と

なります。 

 
 【 オープンスペース（中区千田町） 】 
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【 マンションの緑化（安佐南区中筋） 】 

コミュニティの形成を促すた

めには、居住者の憩いや語らいの

場として、マンションの一部に集

会所、屋外広場等のオープンスペ

ースや樹木や草花の植栽スペー

スを整備することが有効です。 

 

一方、入居後のコミュニティの

形成に大きく寄与する「コーポラ

ティブハウス」や「コレクティブ

ハウス」といった参加型の住宅建

設の手法もあります。 

また、バランスの良いコミュニティを形成し、地域

活動を活性化させるためにも、多様な世帯の居住（コ

ミュニティ・ミックス）ができるような住戸を計画す

ることが望まれます。 

 

広島市では、平成17年（2005年）2月に策定し

た「ひろしま都心ビジョン」の中で、「住みよい都心づ

くり」を基本方向の一つに定め、多様な世帯の生活様

式に対応した居住の推進を図ることとしています。 

 

 

 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

コミュニティの振興に関

すること 

広島市市民局 

市民活動推進課 
504-2131 

「ひろしま都心ビジョ

ン」に関すること 

広島市都市活性化局 

都市活性推進課 
504-2010 

 

 

 

２ 良好な「景観」の形成とは？             

(1) 美しい都市景観が形成されていること 

居住者、地域住民や事業者は、その地域において良

好な環境や景観を形成・維持し、尊重し合い、都市の

資産としていくことが望まれます。建築物の建設にあ

たっては、地域の環境や景観に相応しいものとなるよ

う、その周辺の建築物のデザイン、色彩等との調和を

図ることが求められます。 

広島市では、都

市美の観点に立っ

た都市づくりを推

進するため、昭和

56年（1981年）

に策定した「広島

市都市美計画」に

従い、「建築物等景

観形成協議制度

（都市美協議）」、

「平和大通り沿道

建築物等美観形成

要綱」、「リバーフ

ロント建築物等美観形成協議制度」、「原爆ドーム及び

平和記念公園周辺建築物等美観形成要綱」、「西風新都

アーバンデザイン推進要綱」といった景観協議制度を

設けており、建築物等の美観向上に取り組んでいます。 

また、平成16年（2004年）３月には、21世紀

の新たな風景づくりのマスタープランとして「広島市

の魅力ある風景づくり基本計画」を策定しました。 

 

 

 

 

【 マンション群（中区平野町） 】 

【 リバーフロントのマンション（中区上幟町） 】 
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そして、平成18年（2006年）４月１日から、こ

の基本計画に盛り込んだ新たな景観誘導の取組、市民

主体の風景づくりの支援等の各種施策を具体的に展開

していくため、「広島市景観条例」を施行しました。 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

建築物等景観形成協議制

度（都市美協議）に関す

ること 

区建築課 P30参照 

平和大通り沿道建築物等

美観形成要綱に関するこ

と 

リバーフロント建築物等

美観形成協議制度に関す

ること 

原爆ドーム及び平和記念

公園周辺建築物等美観形

成要綱に関すること 

風景づくりマスタープラ

ン「広島市の魅力ある風

景づくりに関する基本的

な方針」、「広島市の魅力

ある風景づくり基本計

画」に関すること 

広島市景観条例に関する

こと 

広島市都市整備局 

都市計画課 

都市デザイン係 

504-2277 

 

 

(2) 快適な都市空間が形成されていること 

 道路から建築物の壁面を後退させて建設し、そのス

ペースや屋上等を緑化することで、ゆとりある都市空

間を創出することが望まれます。 

道路に沿って境界から一定の幅で壁面後退すること

で、開放的な都市空間が生まれ、豊かな歩行者空間の

確保や賑わい空間の創出に向けた様々な演出が可能と

なります。 

 

 

 

 

ランドマーク

的な緑化空間が

あると、街並み

に安らぎと潤い

が生まれ、快適

に感じられます。  

例えば、＊26ポ

ケットパークの

整備や敷地内の

スペースに緑化

を行うことで、

往来する人に安

らぎを与え、街歩きが楽しくなるような快適な都市空

間が生まれます。 

 

 

 

 

さらに、小動物の生息環境が形成され、人と自然が

共生する場が生まれます。樹木1本でも生い茂った緑

は景観に深みを与え、心に安らぎを感じさせてくれま

す。 

また、緑化により通行人等から、居室のプライバシ

ーを確保することもできます。 

 

 

【 ランドマーク的な植栽（中区小町） 】 

【 ポケットパーク（中区千田町） 】 

【 壁面後退と共有空間（中区千田町） 】 

【 緑化による目隠し（中区上幟町） 】 
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【 低層部に商業施設（中区三川町 】 

【 低層部に商業施設（中区銀山町 】 

一方、緑地の減少は、都市の防災機能の低下や生活

にゆとりと潤いを与える良好な自然環境の喪失をもた

らすだけでなく、＊27ヒートアイランド現象の発生等の

原因にもなります。こうした問題の解決方法の一つと

して、屋上緑化が注目されています。 

屋上緑化は、潤いある景観が得られ憩いの場が生ま

れること、屋上表面への強い日差しを遮り省エネルギ

ーに貢献できること、光合成により新鮮な空気をつく

り出すこと等、緑の持つ優れた効果を発揮します。 

 

 

 

 

広島市では、都市の緑化を推進するために、建築物

の屋上、空地その他の敷地内の緑化施設の整備に関す

る計画（緑化施設整備計画）を認定した場合、緑化し

た施設について固定資産税の軽減を行う「＊28緑化施設

整備計画認定制度」があります。そして、この認定を

受けた計画に基づく整備工事に係る植物、用土、肥料

等に要する経費に対して助成を行う「＊29民有地緑化事

業補助金制度」があります。 

また、市街地の良好な環境を確保するため、一定の

地区について、土地所有者等の合意に基づき、現在あ

る緑の保全や新たな緑化の推進を図ることを目的とし

た、「緑地協定制度」があります。 

壁面後退等建築物の形態については、地区の実情を

踏まえ、市民の皆さんの意見を反映した計画を都市計

画決定により地区のルールとする「地区計画制度」が

あります。 

 

 

 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

緑化施設整備計画認定制

度に関すること 

屋上緑化の情報提供に関

すること 

民有地緑化事業補助金制

度に関すること 

緑地協定制度に関するこ

と 

広島市都市整備局 

緑化推進部緑政課 

緑の施策係 

504-2396 

地区計画制度に関するこ

と 

広島市都市整備局 

都市計画課都市計画係 
504-2268 

 
 

３ 「賑わい」の創出とは？ 

(1) 建築物の低層部に商業施設が整備されていること 

 街を歩く時に、店舗のディスプレーを見るだけでも

楽しいものです。マンションの１階や2階部分には商

業施設を整備し、街並みに楽しさを演出することが望

まれます。 

通りに面して商

業施設が連続する

ことで＊30 界隈性

が生まれ、＊31回遊

性が高まり、多く

の人が集まり、街

が活性化します。 

また、壁面後退

の空間を商業施設

が一体的に利用す

ることにより、楽

しく、開放的な空

間が生まれるとと

もに、歩きやすい

歩行者空間が創出

されます。 

都心部において、

商業施設を誘導し、

土地の合理的かつ

健全な高度利用を

促進し、魅力ある

都市空間の形成を

図るため、「都心コ

ア商業地区地区計

【 屋上緑化（中区大手町） 】 
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【 オープン・カフェのある賑わい空間 】 

【 京橋川のオープン・レストラン（中区橋本町） 】 

【 京橋川のオープン・レストラン（中区上幟町） 】 

画」が定められています。また、良質で高密度な景観

に配慮した都市型住宅の供給を誘導し、商業・業務施

設との適正な複合化を図るため「都心コア住居地区地

区計画」が定められています。 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

地区計画制度に関するこ

と 

広島市都市整備局 

都市計画課都市計画係 
504-2268 

 

 

(2) 賑わいのある共有空間が創出されること 

 壁面後退した空間やポケットパーク等を共有空間と

して有効に利用し、賑わいを演出することが望まれま

す。 

 近年では、歩行空間に面したオープン・カフェ等の

ある建築物が見受けられます。 

 このような賑わいのある共有空間を創出するための

手法として、容積率を緩和する総合設計制度や＊32高度

利用地区内で行われる市街地再開発事業があります。 

 

 
 

  

 

  

 

また、敷地の前面と後面が道路に面している場合に

は、相互の道路を行き来できる通り抜け通路を確保す

ることで人の回遊性が高まり、街に賑わいが生まれま

す。 

京橋川右岸では、河岸緑地を利用したり、建築物の

敷地と一体的に整備されたオープン・レストランやオ

ープン・カフェが開設され、賑わっています。 

 

 

 

 

 

 

 

広島市では、「ひろしま都心ビジョン」の中で、「賑

わい・交流する都心づくり」を基本方向の一つに定め、

公共空間の有効活用や再開発の促進等による新たな賑

わい空間の創出を図ることとしています。 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

高度利用地区に関するこ

と 

広島市都市整備局 

都市計画課都市計画係 
504-2268 

総合設計制度（建築基準

法第 59 条の２）に関す

ること 

広島市都市整備局 

指導部建築指導課 

第一指導係 

504-2287 

「ひろしま都心ビジョ

ン」に関すること 

広島市都市活性化局 

都市活性推進課 
504-2010 

 

【 通り抜け通路のあるマンション（中区上幟町） 】 
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４ 建築物に「資産価値」があるとは？           

(1) 適正な維持管理を行うこと 

 マンションを快適で安全な住まいとして維持管理し、

大切な資産としての価値を保つことが望まれます。 

マンションの管理は、区分所有者全

員で構成される管理組合が行うこと

になります。 

管理組合は、マンションを維持管理

していくために必要又は有益な事項

（共用部分の点検・補修、管理費・修

繕積立金の管理等）を管理規約で定め、これを適正に

遵守していくことが重要です。 

管理規約には、共用部分だけでなく、その管理や使

用の方法が区分所有者に影響を及ぼすような事項は、

専用部分についても規定されます。例えば、専用部分

を居住以外の目的に使用することを禁止すること、動

物の飼育に関するルール等が記載されることがありま

す。マンションを購入しようとする方は、この管理規

約をよく確認することが重要です。 

国土交通省から「マンション標準管理規約」（Ｐ26

表５参照）や「マンション管理標準指針」が公表され

ていますので参考にしてください。 

 

また、不動産の売買に際しては、契約を結ぶ前に宅

地建物取引主任者が重要事項の説明を行うことが義務

付けられています。重要事項には、管理規約、都市計

画法・建築基準法に基づく制限等も含まれています。 

 

マンションを快適で安全な住まいとして維持管理す

るためには、専用部分のほかに、エントランス、共用

廊下、エレベーター、駐輪・駐車場等の共用部分につ

いて、計画的に点検・修繕を実施することが必要です。 

具体的には、エレベーター、給排水設備の点検等定

期的に行うものや、外壁改修、屋上防水等の長期修繕

計画を立てて行う大規模な修繕があります。 

これらのことについて、住宅金融支援機構から「マ

ンションライフガイド」、「大規模修繕マニュアル

PLUS」が販売されていますので参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適正な維持管理のためのポイント】（出展：住宅金融支援機構H.P.） 

 

広島市住宅政策課では、マンションの適正な維持管

理を行っていただくために、マンション管理セミナー、

マンション管理運営講座を開催しています。また、マ

ンション管理に関するQ&A をホームページで公表し

ていますので参考にしてください。 

 

また、マンションの建物概要、修繕履歴、組合運営

情報をインターネットにより居住者や購入者が自由に

閲覧できる「マンション履歴システム（マンションみ

らいネット）」が平成17年（2005年）10月に運用

開始されました。このシステムの利用により、マンシ

ョン管理の円滑化や適正な修繕計画の策定が容易にな

るとともに、このシステムへの加入者の増加により中

古マンションの売買に際しても管理状況や修繕履歴を

把握した上での検討ができるようになります。 

 

建設後ある程度の年数が経過したマンションの資産

価値を保つためには、修繕による住宅性能の維持・回

復だけでなく、現在の居住水準・生活水準に見合うよ

うマンションの住宅性能をグレードアップする改良工

事を適切に実施することも必要です。 

国土交通省は、管理組合を支援するため、「改修によ

るマンションの再生手法に関するマニュアル」を作成

し、ホームページで公表していますので参考にしてく

ださい。 

 

① 保守（定期）点検や清掃は確実にしましょう 

② 修繕計画を立てましょう 

③ 住宅の使用方法（ルール）を決めましょう 

④ 点検・修繕の記録は必ず保存しましょう 
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（財）建築環境・省エネルギー機構、（財）日本建築

センター等は、住宅情報提供協議会を設立し、住宅関

連情報を発信するポータルサイト「住まいの情報発信

局」を開設し、住宅に関する情報をホームページで公

表しています。 

 

今後、マンションの老朽化が進むことから、将来、

良好な居住環境を備えたマンションへの建替えを円滑

に行うような取り組みが必要となります。 

そのためには、区分所有者間の合意形成に向けて良

好なコミュニティを形成し、お互いの建替えに対する

考え方を確認し合うことが重要となります。 

そして、建替えを行う組合は、「マンションの建替え

の円滑化等に関する法律」に基づき、マンション建替

組合設置の認可を受けることにより、法人格を得て組

合員の権利変換等の調

整をスムーズに行うこ

とができるようになり

ます。 

 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

マンション管理セミナー

に関すること 

マンション管理運営講座

に関すること 

「マンション管理に関す

るQ&A」に関すること 

「マンションの建替えの

円滑化等に関する法律」

に関すること 

広島市都市整備局 

住宅部住宅政策課 
504-2292 

マンション情報登録制度

（マンション履歴システ

ム）に関すること 

（財）マンション管理セ

ンター大阪支部 

06-4706-7560 

http://www.m

ankan.or.jp 

「改修によるマンション

の再生手法に関するマニ

ュアル」に関すること 

マンション標準管理規約

に関すること 

マンション標準管理指針

に関すること 

国土交通省 

中国地方整備局 

221-9231 

http://www.cg

r.mlit.go.jp 

 

大規模修繕マニュアルに

関すること 

マンション維持管理ガイ

ドブックに関すること 

住宅金融支援機構 

中国支店 

0570-08-6035 

http://www.jhf.

go.jp 

住まいの情報発信局に関

すること 
住宅情報提供協議会 

http://www.su

mai-info.jp 

 

 

 

(2) 耐久性を確保すること 

 これからの住宅の供給においては、将来を見据え高

品質で耐久性の高い住宅を建設し、その住宅の寿命を

延ばすことが望まれます。 

 わが国の住宅は、耐用年数が約 30 年と欧米に比べ

て短いという状況にあり、その対応として耐久性の高

い住宅の供給が求められています。 

 

住宅の耐久性を確保するた

めには、将来的な維持管理が容

易となるような計画を行うと

ともに、高品質な材料を用いて

建設することが重要です。 

夏の暑さと冬の寒さによる

建築物自体の劣化を少なくす

るために有効な方法として外断熱工法があります。 

住宅が長く使えることは、資産価値が長く維持され

ることとなり、子どもや孫にも使える優良な有形資産

にも成り得ます。 

また、建替え周期が長くなるため、解体廃材の発生

が少なくなるとともに、長期的にみた場合、建設材料

の使用量が少なくなる等、地球環境への負荷を減らし、

持続可能な（＊33サステイナブル）社会の実現にも貢献

することができます。 

 

「品確法」は、良質な

住宅を安心して取得で

きるようにするために

つくられた法律です。 

この法律に基づいて、

住宅の様々な性能を表

示する「住宅性能表示制

度」が定められており、

その中に耐久性に関す

る評価項目がありま

す。この制度による

評価は、指定住宅性能評価機関（Ｐ26表6参照）が

行っていますので活用してください。 

 

 

【 住宅品確法のイメージ ＊ア 】 
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【 スケルトン・インフィルのイメージ 】 

 

（ 独立行政法人都市再生機構 都市住宅技術研究所の H.P.

より転載 ） 

【住宅性能表示制度】 

住宅性能表示制度により、計画や契約の段階で事前

に住まいの品質をチェックできます。住宅の性能が、

等級や数値で評価書に表示（Ｐ25 表１参照）される

ため、例えば、耐久性を重視したり、遮音性に配慮す

る等、ライフスタイルに合わせた高品質な住宅を購入

することができます。 

既存住宅の購入にあたっても、この制度を活用する

ことが望まれます。 

評価書は、設計住宅性能評価書（設計段階の図面上

での評価）と建設住宅性能評価書（設計評価された図

面に基づき目視等で検査した評価）の２つがあります。 

 

 

 

 

 

 

【スケルトン・インフィル（S・I）住宅】 

スケルトン・インフィル住宅とは、住宅をスケルト

ン（構造躯体）とインフル（内装・設備）に分離して

計画し、スケルトン部分については、耐久性を高めて

設計し、インフィル部分については、改修・修繕が容

易に行えるように設計しておく住宅をいいます。 

これにより、室内のレイアウトが比較的自由に変更

できたり、メンテナンスが容易になるため住宅の長寿

命化が図れることになります。 

【問合わせ先】 

内  容 問合わせ先 電話番号等 

住宅性能表示制度・住宅

性能保証制度に関するこ

と 

「住宅の品質確保の促進

等に関する法律」に関す

ること 

広島市都市整備局 

住宅部住宅政策課 

 

（財）住宅保証機構 

 

 

（社）広島県建築士会 

 

 

504-2292 

 

http://www.ho

w.or.jp 

 

244-6830 

http://www.k-

hiroshima.or.jp 

 

 

 

【 住宅性能表示のイメージ ＊ア  】 

 

（ ＊ア：住宅性能評価機関等連絡協議会のH.P.より転載 ） 

構造の安定 
（耐震対策） 

防犯 
（開口部の侵入防止対策） 

音環境 
（重量床衝撃音対策） 

温熱環境 
（省エネルギー対策） 

光・視環境 
（単純開口率） 

高齢者等への配慮 
（高齢者等配慮対策） 

維持管理への配慮 
（維持管理対策） 

劣化の軽減 
（劣化対策） 

空気環境 
（ホルムアルデヒド放散対策） 

火災時の安全 
（耐火対策） 

【 設計住宅性能評価書のマーク 】 【 建設住宅性能評価書のマーク 】 
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(3) 省エネルギー対策がとられていること 

 ＊34地球温暖化やエネルギー問題に対応するため、省

エネルギーに配慮した住宅とすることが望まれます。 

地球温暖化の防止に

向けて、平成 17 年

（2005 年）2 月、京

都議定書が発効し、日本

は温室効果ガス（二酸化

炭素等）の排出量につい

て「 2008 年 から

2012 年までに 1990 年比で 6%削減する」ことが

義務付けられました。この目標を達成するため、平成

14年（2002年）の地球温暖化対策推進大綱で、平

成20年度（2008年度）までに新築住宅の50%を＊

35次世代省エネルギー基準に適合させることが示され

ています。 

このため、高断熱化・高気密化住宅によるエネルギ

ー消費の削減や冷暖房時の温度設定の工夫等、一人ひ

とりの省エネルギー対策の取組（Ｐ26表7参照）が

重要になります。 

また、家庭におけるエネルギー消費は、5 割以上が

給湯・冷暖房用となっています。給湯・冷暖房設備を

設置する際には、省エネルギー効果の高いものを選び、

部屋の温度設定の目安としては、冬は 20℃、夏は

28℃とすることが適切です。 

 

 平成18年（2006年）4月から、「＊36エネルギー

の使用の合理化に関する法律」の改正により延床面積

が2,000㎡以上の住宅を新築、増改築、大規模修繕等

をする際には、省エネルギーに関する事項を行政庁に

届出することが義務付けられました。 

なお、＊37リフォーム、リファインや＊38コンバージ

ョンといった既存建築物を活用する手法は、省資源化

を図り、地球温暖化対策に貢献することができます。 

 

【住宅の断熱化・気密化】 

住宅の省エネルギー対策にあたっては、外気温の影

響が大きいことから、住宅の断熱化（Ｐ26表8参照）・

気密化に配慮することが重要です。 

住宅の断熱性・気密性を高めることにより、夏の暑

さや冬の寒さを遮り、結露しにくい良好な室内環境を

形成することになります。特に外断熱工法では、外気

温の影響が少なくなるため、住宅の冷暖房の運転費等

（＊39ランニングコスト）が抑えられ、快適な生活を送

りながら二酸化炭素の排出量を抑えることができます。 

 

【環境共生住宅】 

「環境共生住宅」とは、地球温暖化防止等の地球環

境保全を促進する観点から、地域の特性に応じ、エネ

ルギー・資源・廃棄物等の面で適切な配慮がなされる

とともに、周辺環境と調和し、健康で快適に生活でき

るよう工夫された住宅や住環境のことをいいます。 

例えば、環境への負荷を少なくする省エネルギー住

宅、敷地内を積極的に緑化した住宅、自然素材による

人にやさしい住宅があります。 

 

 

 

【広島市役所本庁舎屋上緑化】 

平成14年（2002年）8月から平成17年（2005

年）3 月まで、広島市役所本庁舎屋上（北側）で民間

企業の協力を得て、屋上緑化プランの提示、建築物へ

の断熱効果（温度低減効果・保温効果）、生物相の回復

効果、植物の生育状況等の調査を行いました。 

 

 
【 広島市役所本庁舎の屋上緑化 】 

【 環境共生住宅のイメージ 】 


